重要事項説明書
１．事業主体概要

	事業主体名
	特定非営利活動法人「縁２１」

	法人の種類
	特定非営利活動法人

	理事長名
	早川　昌任

	所在地
	池田市室町４番３７号

	法人の目的

	この法人は、地域の中に根ざした高齢者・障がい者・児童への地域生活支援事業、家庭・地域から循環型社会へのライフスタイルの転換を提言していく環境促進事業、公正で民主的な地域コミュニティーの創設をめざしたまちづくり推進事業を行うことにより、

「誰もが生き生きと生きていける共生の市民社会」

「多様性と個人の自立性のある市民社会」

「公正で透明な開かれた市民社会」

を構築することを目的としています。

	その他の事業

	障がい者地域生活支援事業
高齢者地域生活支援事業
まちづくり推進事業


２ホームの概要

	ホーム名
	グループホーム「かなめ」

	ホームの目的

	尊厳ある暮らし　　　　

生活の質の向上

認知症状態の改善と予防　

家族の負担の軽減

	ホームの運営方針

	「認知症であっても、一人ひとり地域の中で当たり前に暮らしながら、人間の尊厳を大切にして生きていく。」というグループホームの理念の実現を心がける。

家庭的な明るい雰囲気の中で一人ひとりに注目したケアを心がける。

家族・近隣・関係者の理解と協力を得ながら、認知症の特徴を踏まえた環境づくりとケアの提供に心がける。

	ホームの責任者
	米田　幸代

	開設年月日
	平成13年４月１日

	保険事業者指定番号
	大阪府指定　第2772500423号

	所在地
	池田市室町４番３７号

	℡・ﾌｧｸｽ番号
	ＴＥＬ：０７２－７５２－７６９５

ＦＡＸ：０７２－７５２－７６９５

	交通の便
	阪急池田駅徒歩５分

	建物権利関係
	賃貸借

	建物概要
	構造：木造２階建１階部分　

延床面積：５４１．９０㎡の内２７０．０㎡

	居室の概要
	個室７室（定員７名）
７．８１㎡の洋間・クローゼット・冷暖房

	共用施設の概要

	リビングダイニング　1室

キッチン　1室　　

洗面所　1室　　

浴室　1室　　

トイレ　3室

	通常の事業の実施地域
	通常の事業の実施地域は池田市の区域とする。

	緊急対応方法
	消防署及び連携医療機関に連絡を行う。

	事故発生時の対応
	事故発生時には、適切な対応を行なうための事故対応マニュアルのもとスタッフが連携を取り処理を行ないます。また、発生した事故については、原因を解明して、再発防止に努めます。

	身体拘束に関する事項
	利用者の介護に関して、身体拘束は行ないません。どうしても身体拘束をせざるを得ない場合は、家族・医療機関・行政と連携を取り行ないます。

	苦情相談窓口
	苦情相談は苦情相談機関を窓口として行なっています。苦情の内容については、利用者・家族・行政と連携を取り解決に努めます。

	非常災害対策
	非常災害に備えて、消防計画、風水害や地震等に対処する計画を作成し、防火管理者または責任者を定め、年２回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行なうものとする。また、協力医療機関と連携施設等との連携方法や支援体制について定期的に確認を行うものとする。

	防犯防災設備

避難設備等の概要
	消火器設置　　非常口誘導灯設置

避難階段設置　自動火災報知機設置
スプリンクラー設置

	損害賠償責任保険加入先
	大阪府社会福祉協議会

非営利･有償活動団体保険


３　職員体制（主たる職員）

	職員職種

	員数

	　常勤
	非常勤
	　　保有資格

	備考



	
	
	専従
	兼務
	専従
	兼務
	
	

	ホーム長

	1名

	
	１

	
	
	介護福祉士

認知症ケア専門士
	

	計画作成

　　担当者

	1名

	
	
	１

	
	介護福祉士

ケアマネージャー


	

	介護従事者

	10名

	
	1

	９

	
	看護師
介護福祉士

ヘルパー１・２級
初任者研修
	


４　勤務体制

昼間の体制　　　　　７：００～１０：００（１名）　

　　　　　　　　　　９：００～１８：００（３名）

　　　　　　　　　１８：００～２０：００（１名）

夜間の体制　　  　２０：００～　９：００（１名）

５　サービスおよび利用料等

	保険給付サービス
	食事・排泄・入浴（清拭）・着替えの介助等の日常生活

上の世話、日常生活の中での機能訓練、健康管理、相談、

援助等を包括的に提供します。下記の⑦のとおり要介護

別に応じて定められた金額（省令により変動あり）と加算分が自己負担となります。

	保険対象外
　　　サービス

	下記のサービスについては、各個人の利用に応じ自己負

担となります。料金の改定は理由を付して事前に連絡さ

れます。

	①居室の提供
	家賃　月額　５２，０００円

	②食事の提供
	月額　３９，０００円（１日すべての食事を取らない場合、１日つき１，３００円返還いたします。）

	③光熱水費
	月額　１９，０００円

	④管理費
	月額　６，０００円

	⑤個人消耗品
　　　　の費用
	個人で使用した品は実費精算で自己負担となります。　

（例：紙おむつ等）

	⑥その他

	医療費、理・美容代、は実費精算で自己負担となります。利用者本人の希望により、はり、あん摩等にかかる通院及び私的な外出について（散歩除く）は外出付き添い費として１時間１,５００円を頂きます。

	⑦１日あたりの

自己負担金

	「認知症対応型共同生活介護（Ⅰ）（１ユニット）」
＜１割負担の場合＞　　　　　　＜２割負担の場合＞
要介護　１　８０７円　　　　要介護　１　１６１４円
要介護　２　８４５円　　　　要介護　２　１６９０円
要介護　３　８６９円　　　　要介護　３　１７３８円
要介護　４　８８７円　　　　要介護　４　１７７４円
要介護　５　９０６円　　　　要介護　５　１８１２円
「サービス提供体制強化加算Ⅲ　　６円」
「初期加算（入居後３０日分）　３０円」
「介護職員処遇改善加算Ⅱ １日の自己負担金×１７．８％」
＊当地は4級地なので1単位１０.５４円で算出します。


	⑧保証金

	３１５，０００円お預かり致します。

［退所の際にクリーニング費用を差し引いてお返ししま

す。但し、利用料等未払い金があれば精算致します。］

	⑨支払方法
	利用料金は、当月１０日前後に請求致しますので、末日までにお支払いください。支払いは、原則として口座振り込みでお願いします（振込手数料は利用者負担とします）。
振込先：三井住友銀行池田支店　普通預金口座　6986400口座名義　特定非営利活動法人　縁二一


６　ホーム利用にあたっての留意事項

　◎面会は原則９：００～２０：００までとします。
· ペットは原則として不可

· 外泊は家族の承諾があれば可

· 所持品の持ちこみ可

· 原則としてホーム内は禁煙
７　協力医療機関

	協力医療機関名
	池田回生病院［池田市建石町８番４７号］

おおたクリニック［池田市満寿美町１番２６号］

藤田歯科 [大阪府豊中市本町３丁目１番２６号ティオ１F]
北大阪医療生活協同組合 本町診療所［池田市栄本町９番４号］

	連携、支援施設

	指定介護老人福祉施設ほほえみの園

　　　　　　［池田市建石町８番１０号］

指定介護老人福祉施設伏尾荘

　　　　　　［池田市伏尾町１２番１号］

介護老人保健施設かいせい

　　　　　　［池田市建石町８番１０号］


８　苦情相談機関

	ホーム苦情相談窓口
	担当者氏名：米田　幸代
電話　　072-752-7695

	苦情処理

	原則として、利用者の保険者である市町村の介護保険担当課とします。

	外部苦情申立て機関

	機関名　池田市介護保険担当課

所在地　563-8666池田市城南１丁目１番１号

電話　　072-752-1111（土・日・祝を除く）

機関名　国民健康保険団体連合会介護保険室

所在地　580-0028大阪市中央区常盤町

１丁目３番８号

電話　　06-6949-5418（土・日・祝を除く）


９　利用者又は利用者代理人の権利

　　利用者又は利用者代理人は、グループホームのサービスに関して以下の権

　利を有します。これらの権利を行使することにより、利用者はいかなる不利

　益を受けることはありません。

1 独自の生活歴を有する個人として尊重され、プライバシーを保ち、尊厳を維持すること

2 生活やサービスにおいて、十分な情報が提供され、個人の自由や好み、および主体的な決定が尊重されること

3 安心感と自信をもてるよう配慮され、安全と衛生が保たれた環境で生活できること

4 自らの能力を最大限に発揮できるよう支援され、必要に応じて適切な介護を継続的に受けられること

5 必要に応じて適切な医療を受けることについて援助を受けられること

6 家族や大切な人との通信や交流の自由が保たれ、個人情報が守られること

7 地域社会の一員として生活し、選挙その他一般市民としての行為を行えること

8 暴力や虐待および身体的精神的拘束を受けないこと

9 生活やサービスにおいて、いかなる差別も受けないこと

10 生活やサービスについて職員に苦情を伝え、解決されない場合は、専門家または第三者の支援を受けること

１０　ホームを退所していただく場合

　ホームとの契約では契約が終了する期日は特に定めていません。したがって、

次のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、ホームとの契約は終了し、

利用者に退所していただくことになります。

1 要介護の認定更新において、利用者が自立もしくは要支援1と認定された場合

2 利用者が死亡された場合

3 利用者が病気の治療、入院等のため長期にグループホームを離れる場合
4 利用者が他の介護療養施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となったとき
5 利用者及び利用者代理人から退所の申し出があった場合（下記参照）

6 事業者から退所の申し出があった場合（下記参照）
◎利用者及び利用者代理人から退所の申し出

　　利用者及び利用者代理人は事業者に対し、いつでも30日の予告期間をおいて、ホームの退所を申し出ることができます。

◎事業者から退所の申し出

　　事業者は利用者及び利用者代理人に対し、次に該当する場合においては、適切な予告期間をおいて、ホームから退所していただく場合があります。

　　ただし、事業者は、退所通告をするに当たっては、②を除き利用者及び利

用者代理人に十分な弁明の機会を設けるものとします。

1 正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を３ヶ月分滞納したとき

2 伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると医師が認め、且つ、利用者の退去の必要があるとき

3 利用者の行動が他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、且つ、利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと事業者が判断したとき

4 利用者又は利用者代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがないとき

◎円滑な退所のための援助

　　利用者がホームを退所する場合には、利用者の希望により、事業者は利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な

　以下の援助を利用者に対して速やかに行います。

1 介護老人保健施設等の紹介

2 居宅介護支援事業者の紹介

3 その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介

１１　損害賠償について

　事業者は、利用者に対する介護サービスの提供に当たって、万が一事故が

　発生し、利用者の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力によ

　る場合を除き、速やかに利用者に対して損害を賠償します。但し、利用者に

　重過失がある場合は、事業者は賠償責任を免除され、または賠償額を減額さ

　れることがあります。

１２　事故発生時の対応
事業者は、入居者に対する介護サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入居者の家族等に連絡を行なうとともに、必要な措置を講じます。　
１３　苦情処理を行うための処理体制・処理方法
　　苦情または相談があった場合、利用者の状況を詳細に把握する為、必要に応じ、聞き取りを実施し、事情の確認を行う。

　①管理者は、介護従事者の事実関係の確認を行う。

　②相談担当者は、把握した状況を管理者とともに検討を行い、速やかに対応を決定する。

　③対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果報告を行う。

１４　秘密保持について

事業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族、利用者

　代理人等に関する秘密・個人情報については、利用者または第三者の生命、

　身体等に危険がある場合を除いて、契約中及び契約終了後、第三者に漏らす

　ことはありません。

但し、あらかじめ文書により利用者又は利用者代理人・家族の同意を得た場合は、一定の条件の下で病院又は行政機関等に情報を提供することができます。
１５　虐待の防止について
　　事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
（1） 虐待防止に関する担当者を選定しています。
虐待防止に関する担当者　　　　渡邉　順子
（2） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果　　　について従業者に周知徹底を図っています。

（3） 虐待防止のための指針の整備をしています。
（4） 従業者に対して、虐待を防止ための定期的な研修を実施しています。
（5） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
１６　身体拘束について
　事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。
ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束の内容、目的、拘束の時間、経過観察や検討内容を記録し、5年間保存します。
また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。従業者に対して、身体拘束についての定期的な研修を実施しています。
（1） 緊急性……直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
（2） 非代替性…身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
（3） 一時性……利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。
令和　年　　月　　日
指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕サービス提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

（事業者名）


ホーム名
グループホーム　かなめ


住所
池田市室町４番３７号

説明者名
印
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕サービスの提供開始に同意しました。

（利用者）

住　　所　　　
氏名　　　
印
（利用者代理人）

住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


氏名
印
9

